
第３次千葉県住生活基本計画策定検討会議開催要綱 
 
（趣旨） 
第１条 第３次千葉県住生活基本計画（以下「計画」という。）の策定に関し、

本県の住宅事情及び住宅をとりまく社会経済情勢を踏まえ、必要な事項に

ついて検討するため、第３次千葉県住生活基本計画策定検討会議（以下「会

議」という。）を開催する。 
 
（所掌事項） 
第２条 会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。 
 （１）計画の策定に係る以下の事項に関すること。 

①基本的な方針 
②施策体系及び目標 
③目標達成に必要な具体的施策 

 （２）その他、計画の策定に当たり必要な事項に関すること。 
 
（組織） 
第３条 会議の構成員は、別紙のとおりとする。 
  ２ 会議には、会長及び副会長各１名を置く。 
  ３ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 
  ４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 会議は、必要に応じ県が召集する。 
  ２ 会長は、会議の座長となる。 
  ３ 県が必要と認めたときは、関係者に出席を求め、意見及び説明を聴く

ことができる。 
 
（庶務） 
第５条 会議の庶務は、県土整備部都市整備局住宅課において処理する。 
 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、県

が別に定める。 
  ２ この会議は地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、法律又

は条例により設置される附属機関の性質を有しない。 
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附則（平成２７年８月１０日 住第 549 号） 
（施行期日） 
  この要綱は、平成２７年８月１０日から実施する。 
 
（失 効） 
 この要綱は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 
附則（平成２８年５月３０日 住第 268 号） 
（施行期日） 
  この要綱は、平成２８年５月３０日から実施する。 
 
附則（平成２８年１１月３０日 住第 969 号） 
（施行期日） 
  この要綱は、平成２８年１１月３０日から実施する。 
 



別紙
第３次千葉県住生活基本計画策定検討会議委員名簿

（敬称略) (分類別五十音順）

区分 氏名 所属

小林
こばやし

　秀樹
ひ で き

千葉大学大学院工学研究科教授

定行
さだゆき

　まり子
こ

日本女子大学家政学部住居学科教授

服部　岑生
はっとり みねき NPO法人ちば地域再生リサーチ理事長

（千葉大学名誉教授）

圓﨑　直之
えんざき なおゆき

（一社）千葉県建築士会会長

木原
き は ら

　　稔
みのる

(一社)千葉県商工会議所連合会専務理事

弓
きゅう

野
の

　武
たけ

郎
お

（株）ちばぎん総合研究所調査部長

小出
こ い で

　修
お さ

身
み

（一財）日本不動産研究所千葉支所長

髙橋
たかはし

　芳恵
よ し え

千葉県ホームヘルパー協議会副会長

深谷
ふかたに

　捷子
か つ こ

千葉県消費者団体連絡協議会会計監査

石原
いしはら

　重雄
し げ お

流山市副市長

上村
かみむら

　雅彦
ま さ ひ こ （独）都市再生機構東日本賃貸住宅本部

 千葉エリア経営部長

保城　宣弥
ほ し ろ の ぶ や （独）住宅金融支援機構 首都圏広域事業本部

 地域業務第一部　千葉センター長

横田
よ こ た

　和昌
かずまさ

千葉県住宅供給公社常務理事
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者
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有
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者
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係
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関




